
プリエールとは男女共同参画センターの愛称です。フランス語で願い・祈りの意味を持ち公募によって決まりました。 
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松江市男女共同参画センター情報誌 

｢女性に対する暴力をなくす運動｣期間に、パープルライトアップが全国各地で実

施されました。今回から初めて松江城(11月22日～24日)、市民活動センター東

側(11月12日～25日)を運動のイメージカラーであるパープルにライトアップし

ました。 

 パープルライトアップには、女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く呼びかけ

るとともに、被害者に対して「ひとりで悩まず、まずは相談してください。」と

いうメッセージが込められています。 

パープルリボンは女性に対する暴力をなくす運動の

シンボルマークです。 



内閣府では、毎年11月12日から25日までの2週間を｢女性に対する暴力をなくす運動」

期間として様々な活動を実施しています。 

配偶者やパートナー等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、

セクシャルハラスメントなどは、重大な人権侵害であり、決して許されない行為です。 

令和3年度のテーマは、｢性暴力を、なくそう」です。 

 
令和2年6月、｢性犯罪･性暴力対策の強化の方針｣が決定されま

した。性犯罪･性暴力の根絶に向けて、誰もが、性犯罪･性暴力

の加害者にも、被害者にも、傍観者にもならないよう、社会全

体でこの問題に取り組む必要があります。 

令和2年度から4年度までの3年間を性犯罪･性暴力対策の｢集中

強化期間｣として定めています。<内閣府> 

■被害者支援の充実 

■加害者対策 

■教育･啓発の強化等 

性犯罪･性暴力対策の強化の方針 

 
国において毎年ポスターやリーフレッ

トを作成しており、今年も漫画家の西

原理恵子さんによる｢被害者は悪くな

い。悪いのは加害者」「性犯罪･性暴力

被害者のためのワンストップ支援セン

ターと性暴力に関するSNS相談Cure 

Time（キュアタイム）の紹介をテーマ

にした漫画が掲載されています。 

・DV(配偶者暴力)相談件数 

     190,030件 

女性の約4人に1人、男性の約5人に1人

は、配偶者から被害を受けたことがあり、 

女性の約10人に1人は何度も受けています     

<2020年度> 

・労働者からの相談件数  

    7,323件  

    <2019年度> 

 ・人身取引被害者総数  

    44人  

     <2019年> 

・売春関係事犯検挙件数  

    574件  

      <2019年> 

・ストーカー事案の相談等件数 

      20,189件  

 そのうち女性被害者 87.6％  

       <2020年> 

・性犯罪･性暴力被害者のための 

ワンストップ支援センター相談件数  

     51,141件  

      <2020年度> 

・強制わいせつ認知件数  

    4,154件  

・強制性交等認知件数   

    1,332件  

     <2020年> 

・AV出演強要・JKビジネス・

レイプドラッグ・SNS利用に

起因したものなどがあります 

児童買春事犯検挙件数637件 

児童ポルノ事犯検挙件数 2,757件 

     <2020年> 

参考資料:令和3年度男女共同参画白書 
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男女間における暴力に関する調査によると、 

無理やりに性行為をされた被害経験のある女性は、約14人に1人。                
 

被害を受けた時の相手は、｢まったく知らない人」が全体の約1割。 

女性では、｢交際相手･元交際相手｣が約3割。 

男性では、｢通っている(いた)学校･大学の関係者｣が約2割。 

望まない性的な行為は、性的な暴力にあたります 

大切な人が被害にあうと、家族や周囲の方もショックを受け、

どのように対応してよいかわからなくなります。でも、みなさ

んは被害にあわれた方にとって、安心感や信頼を与えることが

できる重要な方たちです。 

被害を打ち明けることは、とても勇気がいることです 

身近な人ができること 

・被害者の安全を確保してください 

・｢あなたは悪くない」と繰り返し伝えてください 

・信じて話を聞いてください、気持ちを丁寧に聞き、そのまま

受け止めてください 
 
・あなた自身のこころとからだも気を配り、無理をしないでく

ださい 

 あなたは何も悪

くない。あなた

に落ち度も責任

もない。 

私が悪いんです。

自分にも落ち度が

あったんです。 

傷つけた方が悪い。性暴力に言い訳は通らない 

 家族、友人、知人が被害にあったとき 

身近な人に気を付けてほしいこと 

 身近な人の言動により、被害者がさらに傷つくことがあります 
 
・自分の動揺した気持ちをそのまま被害者にぶつけない 
 
 …｢なぜそんなことになったのか、聞いているだけでつらい、 

   イヤな気分になる｣等 
 
・疑ったり、否定しない 
 
 …｢そんなことありえない｣｢あの人がそんなことするはずがない｣等 
  
・被害者の落ち度を責めない 
 
 …｢あなたも悪かった｣｢あなたが不注意だった｣｢～しなければ良かった｣等 
  
・被害を軽いものととして扱ったり、無理に忘れさせようとしない 
 
 …｢たいしたことはない｣｢早く忘れてしまえばよい｣等 
  
・被害者の意見や気持ちを大切にせず、よかれと思って一方的に助言

したり、話を進めたりしない 
  
 …｢警察に相談すべき｣｢学校・仕事は辞めるべき｣｢～することにしたから｣等 
  
・安易に共感を示さない、励まさない、鼓舞しない 
 
 …｢あなたなら大丈夫｣｢絶対できる｣｢負けるな｣｢頑張れ｣｢あなたの気持ちわ

かるよ｣等 

<参考資料：内閣府> 

 性犯罪・性暴力とは 

<参考資料：内閣府> 

性的な暴力は、年齢、性別にかかわらず起こります。 

また、身近な人や夫婦･恋人の間でも起こります。 

被害者の尊厳を著しく傷つける重大な人権侵害であり、

決して許されないことです。 

コロナ下の性犯罪･性暴力に関する相談件数は増加しており、

性犯罪･性暴力の被害者のためのワンストップ支援センターの

令和2(2020)年度の相談件数は51,141件で、前年比で約

1.2倍に増加しています。 

〘被害者の相談先〙 
 
約4人に1人が｢友人･知人｣に相談。約6割がどこにも相談していま

せん。(男性は100人に1人が被害を経験し、相談しなかった人の割

合は約7割) 

<総数> 



 
松江市男女共同参画センター 

〒690-0061  

松江市白潟本町43 3階 

TEL 0852-32-1190 FAX 0852-32-1191 

E-mail:danjo@city.matsue.lg.jp 

開館時間 9:00～17:15 

休館日 土日、祝日、年末年始  

●交通のご案内 

JR松江駅から徒歩10分 

天神町バス停ななめ前 

松江大橋南詰め下車徒歩3分 

●女性相談/女性相談員があなたと一緒に考えます 

 ＊なるべくご予約ください。（月･火･木･金）祝日、年末年始除く 

         10:00～16:00[電話又は面談] 
 
●法律相談/弁護士＜女性＞と面談できます  
 〈要予約〉事前面談が必要です（毎月第2、4木曜日） 

10:00～12:00(原則30分程度)[面談のみ] 
 

●カウンセリング/カウンセラー＜女性・公認心理師＞と面談できます 

 〈要予約〉 （毎月第１、３火曜日） 
10:00～14:00(原則60分)[面談のみ] 

・イオン松江ショッピングセンター1階  

    松江市マイナンバーカード窓口前通路  

    期間：11月20日～12月2日 

 

●パープルライトアップ 
 
 ・松江城      期間：11月22日～24日 

 ・市民活動センター 期間：11月12日～25日 

●啓発パネル展示 
 
 ・八雲公民館  期間：11月12日～30日 

●パープルツリ― 

●ポスター掲示 

●パープルマスクの着用 

●デジタルサイネージ 

 ・松江市営バス、市内公民館等関係機関 

・市民活動センター東側 

お互いを尊重し対等な関係を築くため、DVやデートDVの防止等、考えていきます 

時間：1時間～2時間程度 

ハラスメントの基本的な話です。DVDで事例を

みながら「職場のハラスメント」をなくすために

はどうすればいいか職場で考えるきっかけに

してみませんか 
 
時間：1時間程度 

その他、男女共同参画に資する内容の講座を

行います。各団体や事業所をはじめ、グルー

プやサークルなどの小さな集まりや学校の授

業の一環として利用いただけます。 
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パープルマスク 

・イオン松江ショッピングセンター1階 

・(株)ヤマト(東津田町9号線沿い) 


